
 郵政ユニオンに所属する非正規社員が有期雇

用契約による不合理な格差の是正を求めて、全国

一斉に集団提訴を起こしました。２月 14日に 146

人が札幌（６人）、東京（57 人）、大阪（57 人）、

広島（11人）、高知（7人）、福岡（8人）の６地

裁に提訴し、18日には８人が神戸（4人）と長崎

両地裁（4人）に提訴しま

した。※（ ）内は原告数。

弁護団は総勢 43人で、損

害賠償請求の総額は約 2

億 5,000万円になります。 

 郵政ユニオンは昨年８

月に「労働契約法 20 条に基づき手当等の支払い

を求めた要求書」を日本郵便とゆうちょ銀行２社

に提出しましたが、会社から全く誠意ある回答が

ありませんでした。また、2014年春に提訴した東

西 20条裁判（現在、最高裁で係争中）の地裁、高

裁判決で違法とされ、損害賠償が認められた手当

と休暇が訴えた 11 人の原告にしか効力が及ばな

いことから、その成果を活かし、広げるために提

訴しました。請求項目は、東西 20 条裁判におい

て地裁、高裁判決で認められた①住居手当、②年

末年始勤務手当、③夏期・冬期休暇、④年始の祝

日給、⑤有給の病気休暇、⑥扶養手当と地裁、高
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裁判決では認められなかったものの正社員との

間で著しい格差がある⑦賞与（夏期・年末一時金）

についても請求しました。賞与の「格差是正」の

請求は原告のみならず、郵政で働くすべての非正

規社員の共通の思いです。札幌地裁と東京地裁で

は新たに⑧「寒冷地手当」を追加しました。  

今回の裁判では、2016年 10月に制度改正され、

翌年の 4月からスタートした「無期転換」の期間

は争わず、有期雇用契約期間のみを請求の対象に

しました。したがって、原告も半年ごとの無

期転換した時期により、請求の期間が異な

ります。たとえ、請求期間が短くなったとし

ても、154人の非正規労働者が立ちあがりま

した。本当に勇気ある決起です。 

 全国一斉提訴当日、郵政ユニオンは早朝

の全国ビラの配布、各裁判所前での提訴行

動、記者会見、報告集会と多彩な行動をとり

くみました。全国各地のそのとりくみは多

くのマスコミに取り上げられました。当日

のテレビニュース、翌日の新聞と大きく報

道されました。「非正規差別ＮＯ！均等待遇ＹＥ

Ｓ！」の横断幕、郵政ユニオンの旗と腕章もばっ

ちり映り、何よりも原告となった非正規組合員の

コメントは力強く、素晴らしいものでした。 

 集団訴訟のたたかいは郵政だけでなく、非正規

４割の日本の雇用社会を問い、均等待遇の流れを

さらに大きくしていくたたかいです。多くのみな

さんのご支援をお願いします。 

◆会費・カンパのお願い◆ 

「労働契約法 20条裁判をたたかう郵政原告団を支える会」 

新規加入・継続・カンパ等ご協力いただける方は、住所・氏名を明記のうえ、下記へ送金願います。    

年会費 個人１口 １０００円   団体１口 ３０００円  

郵便振替口座 ００１７０－７－３８６９９７  「郵政２０条裁判を支える会」 
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